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規 則

茨城県規則第６号

茨城県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

茨城県屋外広告物条例施行規則 (昭和49年茨城県規則第10号) の一部を次のように改正する｡

本則に次の１条を加える｡

(景観行政団体である市町村が処理する事務の範囲等)

第25条 条例第28条第１項の規定により同項に規定する条例制定事務等の全部又は一部を処理することとなる景観行
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第２１５８号
平成22年２月25日

木 曜 日

(毎週月・木曜日発行)

○

○



政団体である市町村の名称及びその行う事務の範囲は, 次の表のとおりとする｡

付 則

この規則は, 平成22年３月１日から施行する｡

(公 安 委 員 会)

茨城県公安委員会規則第１号

交番その他の派出所及び駐在所の名称, 位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める｡

平成22年２月25日

茨城県公安委員会委員長 大 和 田 一 雄

交番その他の派出所及び駐在所の名称, 位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規則

交番その他の派出所及び駐在所の名称, 位置及び所管区に関する規則 (平成21年茨城県公安委員会規則第２号) の

一部を次のように改正する｡

別表第１那珂の部中

改め, 同表日立の部公園口交番の項の次に次のように加える｡

別表第１鉾田の部中 ｢鉾田市安房｣ を ｢鉾田市青柳, 安房｣ に改め, ｢小高根を除く｡)｣ の次に ｢, 借宿｣ を, ｢塔

ヶ崎｣ の次に ｢, 当間｣ を, ｢野友｣ の次に ｢, 半原｣ を加え, 同表鹿嶋の部宮中交番の項中 ｢国末｣ の次に ｢, 厨

一丁目から厨五丁目まで｣ を, ｢平井南｣ の次に ｢, 緑ヶ丘一丁目から緑ヶ丘四丁目まで｣ を加え, ｢宮下三丁目｣ を

｢宮下五丁目｣ に改め, 同部波崎交番の項中 ｢(海老台, 仲町, 西仲島, 西町, 浜新田, 東町, 東仲島西, 東仲島東,

東明神町, 東明神前, 本郷, 本新町及び明神前)｣ を削り, 同表竜ヶ崎の部佐貫駅前交番の項中 ｢入地町｣ の次に ｢,

大留町｣ を, ｢川原代町｣ の次に ｢, 北方町｣ を, ｢庄兵衛新田町｣ の次に ｢, 須藤堀町, 高須町, 豊田町, 長沖新田

町, 長沖町｣ を, ｢馴柴町｣ の次に ｢, 羽黒町｣ を, ｢松葉六丁目まで｣ の次に ｢, 南が丘一丁目から南が丘六丁目ま

で｣ を加え, 同表稲敷の部中 ｢除く｡)｣ の次に ｢, 蒲ヶ山, 上君山｣ を, ｢桑山｣ の次に ｢, 小羽賀｣ を, ｢椎塚｣ の

次に ｢, 下君山, 月出里 (花指を除く｡)｣ を, ｢高田｣ の次に ｢, 時崎｣ を, ｢沼田｣ の次に ｢, 羽賀, 羽賀沼, 松山｣

を, ｢南ヶ丘｣ の次に ｢, 村田｣ を加え, 同表土浦の部荒川沖地区交番の項中 ｢荒川本郷｣ の次に ｢, 大岩田｣ を,

｢乙戸南三丁目まで｣ の次に ｢, 小山田一丁目, 小山田二丁目｣ を, ｢卸町二丁目｣ の次に ｢, 霞ヶ岡町｣ を, ｢北荒
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市町村の名称 事務の範囲

水戸市 条例第28条第１項に規定する条例制定事務等の全部

｢

を

｣

那珂警察署所

在地
那珂市杉 那珂市菅谷, 杉, 竹ノ内一丁目から竹ノ内四丁目まで, 福田

｢

に

｣

後台交番 那珂市後台

那珂市上河内, 後台, 菅谷, 杉, 竹ノ内一丁目から竹ノ内四丁

目まで, 津田, 堤, 豊喰, 中台, 西木倉, 東木倉, 福田, 向山,

横堀

十王駅前交番
日立市十王町友部

東一丁目

日立市川尻町, 川尻町一丁目から川尻町七丁目まで, 十王町伊

師, 十王町伊師本郷, 十王町城の丘一丁目から十王町城の丘五

丁目まで, 十王町友部 (十王団地を除く｡), 十王町友部東一丁

目から十王町友部東四丁目まで



川沖町｣ の次に ｢, 小岩田, 小岩田西一丁目, 小岩田西二丁目, 小岩田東一丁目, 小岩田東二丁目, 桜ヶ丘町｣ を加

え, ｢, 永国, 永国台, 永国東町｣ を削り, 同部土浦駅前交番の項中 ｢桜町三丁目｣ を ｢桜町四丁目｣ に改め, 同項

の次に次のように加える｡

別表第１土浦の部文京町交番の項中 ｢大町, 大手町｣ を ｢大手町, 大町｣ に改め, ｢, 桜町四丁目｣ を削り, ｢田中

町, 田中一丁目から田中三丁目まで｣ を ｢田中一丁目から田中三丁目まで, 田中町｣ に改め, ｢中央一丁目｣ の次に

｢, 永国, 永国台, 永国東町｣ を加え, 同部真鍋町交番の項中 ｢粟野町, 板谷一丁目から板谷七丁目まで, 今泉, 笠

師町｣, ｢, 小山崎｣, ｢, 都和一丁目から都和四丁目まで｣, ｢, 中都町一丁目から中都町四丁目まで, 中貫, 並木一丁

目から並木五丁目まで, 西並木町｣, ｢, 東中貫町｣, ｢, 東並木町｣, ｢, 常名｣ 及び ｢, 紫ヶ丘｣ を削り, 同表石岡の

部小川地区交番の項中 ｢上吉影｣ の次に ｢, 川戸, 倉数｣ を加え, ｢下吉影, 下馬場｣ を ｢下馬場, 下吉影｣ に改め,

｢世楽｣ の次に ｢, 外之内｣ を, ｢野田｣ の次に ｢, 幡谷｣ を, ｢宮田｣ の次に ｢, 山野, 与沢｣ を加え, 同部東光台

交番の項の次に次のように加える｡

別表第１下妻の部中

茨 城 県 報 第 2158 号 平成22年２月25日 (木曜日) 3

新治都和交番 土浦市並木五丁目

土浦市粟野町, 板谷一丁目から板谷七丁目まで, 今泉, 大志戸,

大畑, 小高, 小野, 笠師町, 上坂田, 小山崎, 沢辺, 下大島,

下坂田, 高岡, 田土部, 田宮, 都和一丁目から都和四丁目まで,

東城寺, 永井, 中都町一丁目から中都町四丁目まで, 中貫, 並

木一丁目から並木五丁目まで, 西並木町, 東中貫町, 東並木町,

常名, 藤沢, 藤沢新田, 本郷, 紫ヶ丘

茨城空港警備

派出所
小美玉市与沢

｢

を

｣

下妻警察署所

在地
下妻市下妻丙

下妻市石の宮, 今泉, 大木新田, 大串, 小島, 小野子町, 加養,

坂井, 坂本新田, 砂沼新田, 下木戸, 下妻乙, 下妻甲, 下妻丁,

下妻丙, 下妻戊, 田町一丁目, 田町二丁目, 中居指, 長塚, 新

堀, 二本紀, 平沼, 福田, 袋畑, 古沢 (国道294号バイパス以

西), 堀篭, 本宿町一丁目, 本宿町二丁目, 本城町一丁目から

本城町三丁目まで



改め, 同表桜川の部桜川警察署所在地の項中 ｢真壁町大塚新田｣ の次に ｢, 真壁町上小幡｣ を, ｢真壁町桜井｣ の次

に ｢, 真壁町下小幡｣ を, ｢真壁町下谷貝｣ の次に ｢, 真壁町白井｣ を, ｢真壁町田｣ の次に ｢, 真壁町長岡｣ を,

｢真壁町塙世｣ の次に ｢, 真壁町原方｣ を加え, 同表常総の部伊奈地区交番の項中 ｢小島新田｣ 及び ｢小張｣ の次に

｢(伊奈・谷和原丘陵部を除く｡)｣ を加え, 同項の次に次のように加える｡

別表第１古河の部下山交番の項中 ｢旭町二丁目｣ の次に ｢, 上辺見｣ を加え, 同表境の部境警察署所在地の項中

｢3984番地まで｣ の次に ｢, 稲尾, 内門, 浦向, 金岡｣ を, ｢上小橋｣ の次に ｢, 栗山｣ を, ｢猿山｣ の次に ｢, 志鳥,

下砂井, 下小橋｣ を, ｢蛇池｣ の次に ｢, 染谷, 塚崎｣ を, ｢長井戸｣ の次に ｢, 西泉田, 山崎｣ を, ｢陽光台二丁目｣

の次に ｢, 横塚, 大歩｣ を加え, 同表取手の部守谷地区交番の項中 ｢守谷市守谷甲｣ を ｢守谷市中央一丁目｣ に改め,

｢大柏｣ の次に ｢, 中央一丁目から中央四丁目まで｣ を加え, ｢ひがし野一丁目からひがし野三丁目まで, 野木崎｣ を

｢野木崎, ひがし野一丁目からひがし野三丁目まで｣ に改め, ｢, 守谷甲｣ を削る｡

別表第２那珂の部中台駐在所の項を削り, 同部額田駐在所の項中 ｢額田南郷｣ の次に ｢, 本米崎｣ を加え, 同部横

堀駐在所の項を削り, 同表日立の部伊師駐在所の項, 友部駐在所の項及び豊浦駐在所の項を削り, 同表鉾田の部借宿

駐在所の項を削り, 同表鹿嶋の部別所駐在所の項を削り, 同表竜ヶ崎の部長沖駐在所の項を削り, 同表稲敷の部太田

駐在所の項を削り, 同部中
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｢

に

｣

八千代地区交

番

結城郡八千代町大

字菅谷

八千代町芦ヶ谷, 芦ヶ谷新田, 新井, 粟野, 磯, 今里, 大里,

太田, 大戸新田, 大間木, 大渡戸, 尾崎, 貝谷, 粕礼, 片角,

苅橋, 川尻, 久下田, 栗山, 小屋, 佐野, 塩本, 下山川, 新地,

新地新田, 菅谷, 瀬戸井, 高崎, 坪井, 中野, 成田, 仁江戸,

西大山, 沼森, 野爪, 八町, 東大山, 東原, 東蕗田, 兵庫, 平

塚, 蕗田, 福岡, 袋, 本郷, 松本, 水口, 村貫, 若

下妻警察署所

在地
下妻市下妻丙

下妻市石の宮, 今泉, 大木新田, 大串, 小島, 小野子町一丁目,

小野子町二丁目, 数須, 加養, 北大宝, 坂井, 坂本新田, 砂沼

新田, 下宮, 下木戸, 下田, 下妻乙, 下妻甲, 下妻丁, 下妻丙,

下妻戊, 神明, 大宝, 田町一丁目, 田町二丁目, 筑波島, 中居

指, 中郷, 長塚, 新堀, 二本紀, 平川戸, 平沼, 福田, 袋畑,

古沢 (国道294号バイパス以西), 堀篭, 本宿町一丁目, 本宿町

二丁目, 本城町一丁目から本城町三丁目まで, 横根, 若柳, 若

柳乙, 若柳甲, 若柳丙

みらい平駅前

交番

つくばみらい市小

張

つくばみらい市押砂, 小島新田 (伊奈・谷和原丘陵部), 鬼長,

小張 (伊奈・谷和原丘陵部), 加藤, 上小目, 上長沼, 川崎,

北袋, 北山, 坂野新田, 下小目, 下長沼, 十和, 台, 田村, 樛

木, 中原, 成瀬, 仁左衛門新田, 西楢戸, 西丸山, 日川, 東楢

戸, 東楢戸西楢戸入会地, 福岡, 福岡台入会地, 古川, 真木,

南, 箕輪, 宮戸

｢

を

｣

柴崎駐在所 稲敷市柴崎 稲敷市伊佐津, 柴崎, 中山 (曽根)



改め, 同部根本駐在所の項及び松山駐在所の項を削り, 同表土浦の部霞ヶ岡駐在所の項, 高岡駐在所の項, 藤沢駐在

所の項及び山の荘駐在所の項を削り, 同表石岡の部橘駐在所の項を削り, 同表下妻の部騰波の江駐在所の項, 安静駐

在所の項, 川西駐在所の項, 下結城駐在所の項, 中結城駐在所の項及び西豊田駐在所の項を削り, 同表桜川の部長岡

駐在所の項を削り, 同表結城の部上山川駐在所の項中 ｢結城市上山川｣ を ｢結城市今宿, 粕礼, 鹿窪, 上山川, 久保

田, 小森, 山王, 新堤中通り, 中, 芳賀崎, 浜野辺, 林, 古宿新田, 水海道｣ に改め, ｢矢畑｣ の次に ｢, 山川新宿｣

を加え, 同部久保田駐在所の項及び山川駐在所の項を削り, 同表常総の部上長沼駐在所の項を削り, 同部中

改め, 同部福岡駐在所の項及び谷原駐在所の項を削り, 同表古河の部上辺見駐在所の項を削り, 同表境の部猿島駐在

所の項及び静駐在所の項を削る｡

附 則

この規則は, 平成22年４月１日から施行する｡ ただし, 別表第１日立の部に十王駅前交番の項を加える改正規定,

同表石岡の部に茨城空港警備派出所の項を加える改正規定, 別表第２日立の部伊師駐在所の項, 友部駐在所の項及び

豊浦駐在所の項を削る改正規定並びに同表常総の部小絹駐在所の項の改正規定は, 平成22年３月11日から施行する｡

告 示

茨城県告示第168号

次の診療所については, その開設者から茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52年茨城県規則第

11号) 第２条の規定による申出があったので, 同規則第３条第１項の規定により救急医療協力診療所に指定する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第169号

次の救急医療協力診療所については, 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則 (昭和52年茨城県規則第11

号) 第４条第１項第１号の規定による申出の撤回があったので, 同条第２項において準用する第３条第２項の規定に

より告示する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

茨 城 県 報 第 2158 号 平成22年２月25日 (木曜日) 5

｢

に

｣

新利根駐在所 稲敷市柴崎
稲敷市伊崎, 伊佐津, 戌渡, 太田, 小野, 上根本, 柴崎, 下太

田, 下根本, 角崎, 寺内, 中山, 羽賀浦, 堀川, 狸穴, 南太田

｢

を

｣

小絹駐在所
つくばみらい市筒

戸

つくばみらい市絹の台, 小絹, 杉下, 筒戸, 寺畑, 西ノ台, 西

ノ台南, 平沼, 細代

｢

に

｣

絹の台駐在所
つくばみらい市絹

の台三丁目

つくばみらい市絹の台一丁目から絹の台七丁目まで, 小絹, 杉

下, 筒戸, 寺畑, 西ノ台, 西ノ台南, 平沼, 細代

名 称 所 在 地

なないろレディースクリニック つくば市西大沼637－６



茨城県告示第170号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第29条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第51条

第１号の規定により告示する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第171号

障害者自立支援法 (平成17年法律第123号) 第29条第１項の規定に基づき, 次のとおり指定したので, 同法第51条

第１号の規定により告示する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

茨城県告示第172号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 下土木内常陸太田線

３ 道路の区域
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名 称 所 在 地

松橋医院 土浦市神立中央１－15－２

医療法人社団道淑会高野医院 土浦市荒川沖西２－12－２

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所 在 地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

0810300350
まごころ介護支
援センター障害
福祉サービス事
業所

土浦市並木二丁目
８番７号

株式会社まごこ
ろ介護支援セン
ター

土浦市並木二丁目
８番７号

平成22年
３月１日

居宅介護
重度訪問介護

事業所番号 事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 主たる事務所の
所 在 地

指 定
年月日

サービス
の 種 類

0810300343 プルメリア訪問介護株式会社
土浦市田中３丁目
８番32号

プルメリア訪問
介護株式会社

土浦市田中３丁目
８番32号

平成22年
３月１日

居宅介護
重度訪問介護



茨城県告示第173号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 常陸那珂港山方線

３ 道路の区域

茨城県告示第174号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

(イ－１) 日立市神田町字蓬町562番
地先から

(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内
403番地先まで

(イ－１) 日立市神田町字蓬町562番
地先から

(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内
403番地先まで

(イ－２) 日立市神田町字小田房578番
から

(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内
403番地先まで

旧 (Ａ)
最大 8.0

最小 3.9
820

新

(Ａ)
最大 8.0

最小 3.9
820

(Ｂ)
最大 31.2

最小 16.0
797

(ハ) 常陸太田市竪磐町字堀ノ内
403番地先から

(ロ) 常陸太田市内田町字松本
3625番２地先まで

旧 (Ｃ)
最大 12.4

最小 5.7
750

新(Ｃ＋Ｄ)
最大 21.0

最小 12.3
750

バイパス新設

現 道 拡 幅

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

常陸太田市小島町字前小鶴2745番から

常陸太田市小島町字合ノ田1386番４まで
旧 (Ａ)

最大 37.6

最小 10.9
854

新

(Ａ)
最大 37.6

最小 10.9
854

(Ｂ)
最大 39.1

最小 11.7
690

バイパス新設



平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 一般国道

２ 路 線 名 293号

３ 道路の区域

茨城県告示第175号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第１項の規定に基づき, 道路の区域を次のように変更する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 道路の種類 県道

２ 路 線 名 水戸茂木線

３ 道路の区域

茨城県告示第176号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 小田野大那地線

２ 供用開始の区間 常陸大宮市小田野字沢口1738番１地先から

常陸大宮市小田野字沢口1780番１地先まで

常陸大宮市小田野字堂ノ入1743番１地先から
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区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

常陸大宮市田子内町3200番１地先から

常陸大宮市田子内町3198番１地先まで
旧

最大 15.0

最小 13.0
32

新
最大 24.0

最小 17.0
32 現 道 拡 幅

区 間 旧新の別 敷地の幅員 延 長 摘 要

メートル メートル

東茨城郡城里町大字上入野
字表前887番８地先から

東茨城郡城里町大字上入野
字南馬場2095番１地先まで

旧

(Ａ)
最大 15.0

最小 4.0
720

(Ｂ)
最大 26.0

最小 11.3
805

新 (Ｂ)
最大 26.0

最小 11.3
805 旧 道 移 管



常陸大宮市小田野字堂下1725番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年２月25日

茨城県告示第177号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき, 道路の供用を次のように開始する｡

その関係図面は, 平成22年２月25日から30日間茨城県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 路 線 名 県道 茨城鹿島線

２ 供用開始の区間 東茨城郡茨城町大字鳥羽田字往還付東1155番４地先から

東茨城郡茨城町大字鳥羽田字往還付東1155番１地先まで

３ 供用開始の期日 平成22年３月６日

茨城県告示第178号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第89条の２第９項の規定により県営土地改良事業東中根地区 (全換地区) に

係る換地処分をした｡

平成22年２月25日

茨城県県央農林事務所長 中 野 一 正

(選挙管理委員会)

茨城県選挙管理委員会告示第29号

平成21年８月30日執行の茨城県知事選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を, 公職選挙

法 (昭和25年法律第100号) 第192条第１項の規定に基づき次のとおり公表する｡

平成22年２月25日

茨城県選挙管理委員会委員長 大 津 晴 也

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 (第２回)

１ 選挙の種類 平成21年８月30日執行 茨城県知事選挙

２ 報告書の要旨
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公 告

●○特定非営利活動法人の設立の認証申請に関する公告

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき, 特定非営利活動法人の設立の認証申

請について, 次のとおり申請があったので, 同条第２項の規定により公告する｡

なお, 当該申請に係る同条第１項第１号, 第２号イ, 第５号, 第７号及び第８号に掲げる書類は, 平成22年４月15

日まで, 茨城県生活環境部生活文化課県民運動推進室 (水戸市三の丸１丁目５番38号 茨城県三の丸庁舎) において

公衆の縦覧に供する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 申請のあった年月日

平成22年２月15日
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候 補 者 氏 名 森川 勝行 所 属 党 派 無 所 属
平成22年２月４日から

期間 第４回分

出納責任者氏名 前嶋 好光 平成22年２月４日まで

収 入 支出

主たる寄附 人件費 0円

(氏名, 団体名) (職業) (寄附額) 家屋費 0円

選挙事務所費 0円

集合会場費 0円

通信費 0円

交通費 0円

印刷費 0円

広告費 50,000円

文具費 0円

食料費 0円

休泊費 0円

雑費 315円

その他の寄附 0件 0円

その他の収入 0円

今回計 0円 今回計 50,315円

前回計 3,270,000円 前回計 2,372,601円

総 計 3,270,000円 総 計 2,422,916円

報告書受理年月日 平成22年２月９日 第４回報告分



２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 宙の会

３ 代表者の氏名

竹 内 正 男

４ 主たる事務所の所在地

茨城県水戸市見川町2563番地475

５ 定款に記載された目的

この法人は, 知的障害児 (者) 及びその家族, 心理的なカウンセリングを必要とする人々に対して, 健全な精神

と身体の育成を支援する活動, 又個性に着目した個別指導教育を推進することにより, 人としての自信を回復させ,

文化的に自立した暮らしを支援する事業を行い, 社会に寄与することを目的とする｡

１ 申請のあった年月日

平成22年２月15日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ひまわり高齢者支援福祉協会

３ 代表者の氏名� 栖 宏 之

４ 主たる事務所の所在地

茨城県石岡市杉並一丁目４番11号

５ 定款に記載された目的

この法人は, 会員相互の助け合い並びに関連行政機関との協力の基, 地域で暮らす高齢者とその家族に対して,

日々の生活に関する保険・医療・福祉等の支援に関する事業を行い, 地域社会の福祉の増進と明るく住みよいまち

づくりの推進に, 寄与することを目的とする｡

●○開発行為の工事完了

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第29条第１項の許可に係る開発行為について, 次の区域の工事が完了したの

で, 同法第36条第３項の規定により公告する｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

潮来市堀之内字大台前谷574番１

２ 事業主の住所及び氏名

潮来市牛堀434番地14

大 � 義 三

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

龍ケ崎市川原代町字参区2939番２

２ 事業主の住所及び氏名

龍ケ崎市白羽４丁目２番地７ (ドミール白羽101号室)

増 田 幸 生
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１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

つくばみらい市福岡字古木山2233番１, 2234番, 2239番, 2268番３, 2268番６, 台字二十五間912番２, 坂野新

田字坂野新田３番22の一部

２ 事業主の住所及び氏名

常総市新井木町856番地

県西運輸株式会社

代表取締役 石 黒 信 一

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

坂東市沓掛字赤木2065番３

２ 事業主の住所及び氏名

坂東市沓掛2004番地１ (藤本ハイツ３号)

藤 本 卓 弥, 藤 本 さつき

１ 工事を完了した開発区域又は工区に含まれる地域の名称

桜川市長方字下塚田1309番４, 同番６, 1314番２

２ 事業主の住所及び氏名

桜川市真壁町古城108番地２

笹 島 勝 治

●○道路の位置の指定

建築基準法 (昭和25年法律第201号) 第42条第１項第５号に規定する道路の位置を次のとおり指定した｡

平成22年２月25日

茨城県知事 橋 本 昌
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指定番号 指定年月日
申 請 者

道路の位置
道路の幅員及び延長

氏 名 住 所 幅 員 延 長

鹿セ建指令 メートル メートル

第 44 号 平成22年２月17日 6.00 61.72小沼 洋
鉾田市新鉾田２丁目
12番地３

茨城県鉾田市鉾田字堀
米谷775番11, 字七峰
776番127, 同番190,
同番191, 同番192, 同
番195, 同番198, 同番
200, 同番203, 同番
205

毎週月・木曜日発行 (緊急事項は号外発行) (定価送料とも１月)休日の場合は繰下発行 金 ３, ０６０円

発 行 茨 城 県

購読申込先 〒310－8555 茨 城 県 水 戸 市 笠 原 町 978 番 ６
茨 城 県 総 務 部 総 務 課

電話番号 029 (301) １１１１ (代)


